








（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 

第２条第１項第４号に規定するぱちんこ屋及び第５号に規定する

営業の用に供する建築物）

（旅館業法 第２条第２項に規定する旅館・ホテル営業の用に

供する建築物）

平成２５年１０月１日

施行になりました









路後退などの協議を行い、



平成25年10月1日施行になりました



平成２６年１月１日

施行になりました
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平成２５年１０月１日
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〒344-8577　春日部市中央７丁目２番地１
電話（直通）：０４８－７９６－８３８１（開発調整担当）
電話（直通）：０４８－７３９－６８４３（開発審査担当）
ファックス  ：０４８－７３６－１９７４
URL     http://www.city.kasukabe.lg.jp
E-mail  kaihatsu@city.kasukabe.lg.jp
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